
 

ユネスコ加盟 70 周年に係る活動について（案） 

 

令和３年３月 

 

2021 年は日本のユネスコ加盟 70 周年であることを踏まえ、以下の取組を推進していく。 

 

 

 

 ・ユネスコ加盟 70 周年を機に、ユネスコの理念・活動の普及・広報を強化 

 ・海外のユネスコ活動との連携を促すよう国際場裏や英語による発信強化 

 ・分野や事業、ステークホルダーの枠を超えたユネスコ活動の連携の促進 

・次世代のユネスコ活動を担うユース層のとりこみ、活躍の場の提供 

 

 

 

 

（１）国内外における普及・広報活動の強化 

①国内における普及活動の強化 

 以下の広報媒体等を活用し、ユネスコの理念・活動についての広報・普及を促進する。 

・70 周年記念ロゴ 

・ウェブサイト 

・国内委員会広報大使 等 

   

②国外に対する日本の取組の発信 

・上記①での掲載内容を可能な限り英語でも発信 

・秋のユネスコ総会等におけるサイドイベントの開催 等 

 

（２）既存のネットワーク強化及び多様なステークホルダーの連携促進 

既存のユネスコ活動の関係者が事業間連携を推進できるような取り組みを実施すると

ともに、SDGs に関心はあるけれどユネスコ活動には関わっていない団体等も含め多様な

ステークホルダーが議論し連携できる機会を提供する。 

 

（３）ジュニア国内委員会の開催 

ユース同士の繋がり、ユースと日本ユネスコ国内委員会とのつながり、ユースとユネス

コとの繋がりを強化することを目的に、ジュニア国内委員会を開催。 
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